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 附則  

第１章  総則  

（趣旨）  

第１条  この規則は、介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36号。以下｢省令



｣という。）第 140条の 63の６及び箕輪町介護予防・日常生活支援総合事業実施規

則（平成 28年箕輪町規則第  号）第 25条の規定に基づき、介護保険法（平成９年

法律第 123号。以下｢法｣という。）第 115条の 45第１項第１号に規定する事業に係

る人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。  

(1) 事業者  法第 115条の 45第１項第１号イ及びロに規定する総合事業を行う者

をいう。  

(2) 事業所  法第 115条の 45第１項第１号イ及びロに規定する総合事業を行う者

が事業を行う事業所をいう。  

(3) 利用料  法第 115条の 45の３第１項に規定する総合事業支給費の支給の対象

となる費用に係る対価をいう。  

(4) 総合事業費用基準額  法第 115条の 45の３第２項に規定する厚生労働省令で

定める基準により算出した費用の額（その額が現に要した費用の額を超える

ときは、当該現に総合事業に要した費用の額）をいう。  

(5) 法定代理受領サービス  法第 115条の 45の３第３項の規定により総合事業支

給費が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる当該総合事業支給費に係

る総合事業をいう。  

 

第２章  訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）  

第１節  基本方針  

（基本方針）  

第３条  訪問型サービスＡ（以下「訪問Ａサービス」という。）の事業は、利用

者が可能な限りその者の居宅において要支援相当の状態の維持若しくは改善を

図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことがで

きるよう、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は

向上を目指すものでなければならない。  

第２節  人員に関する基準  

（従事者の員数）  

第４条  事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、当該事

業を適切に行うために必要と認められる数とする。  

２  事業者は、事業所ごとに、従事者のうち、利用者の数に応じ必要と認められ

る数の者を訪問事業責任者としなければならない。  

３  前項の利用者の数は、前３月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける

場合は、推定数とする。  

４  第１項の従事者ならびに第２項の訪問事業責任者は、介護福祉士、法第８条

第２項に規定する政令で定める者又は町長が別に定める研修の修了者とする。  

（管理者）  

第５条  事業者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かな



ければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他

の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所若しくは施設等の職務に

従事させることができる。  

第３節  設備に関する基準  

（設備及び備品等）  

第６条  事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を

設けるほか、訪問Ａサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければな

らない。  

２  事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問Ａサービスの

事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている

場合については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成 11年厚生省令第 37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第

７条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定す

る基準を満たしているものとみなす。  

第４節  運営に関する基準  

（内容及び手続の説明及び同意）  

第７条  事業者は、訪問Ａサービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込

者又はその家族に対し、第 22条に規定する運営規程の概要、従事者等の勤務の

体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記

した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を

得なければならない。  

２   事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規

定による文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該利用申込者

又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるも

の（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができ

る。この場合において、事業者は、当該文書を交付したものとみなす。   

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの  

ア  事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る

電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法  

イ  事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項

に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲

覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受

ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法）  

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定

の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前

項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法   



３  前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力す

ることによる文書を作成することができるものでなければならない。  

４  第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、事業者の使用に係る電子計算機

と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。   

５  事業者は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しようとす

るときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に

掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得

なければならない。   

(1) 第２項各号に規定する方法のうち事業者が使用するもの  

(2) ファイルへの記録の方式  

６  前項の規定による承諾を得た事業者は、当該利用申込者又はその家族から文

書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったと

きは、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供

を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族

が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。  

（サービス提供困難時の対応）   

第８条  事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に

当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に

対し自ら適切な訪問Ａサービスを提供することが困難であると認めた場合は、

当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の事業者等の紹

介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。  

（受給資格等の確認）  

第９条  事業者は、訪問Ａサービスの提供を求められた場合は、その提供を求め

る者から提示された被保険者証（法第 12条第３項の被保険者証をいう。以下同

じ。）によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者該当の有無及び要

支援認定の有効期間を確かめなければならない。  

２  事業者は、前項の被保険者証に、法第 73条第２項の規定により認定審査会意

見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、訪問Ａサービス

を提供するよう努めなければならない。  

（心身の状況等の把握）  

第 10条  事業者は、訪問Ａサービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防

支援事業者が開催するサービス担当者会議（指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 37号。以下「指定介護予防支援等基

準」という。）第 30条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ

。）等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療

サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。  

（介護予防支援事業者等との連携）  

第 11条  事業者は、訪問Ａサービスを提供するに当たっては、地域包括支援セン



ターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携の

確保に努めなければならない。  

２  事業者は、訪問Ａサービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に

対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに

対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密

接な連携の確保に努めなければならない。  

（個別計画の作成）  

第 12条  訪問事業責任者又は従事者は、必要に応じて利用者の日常生活全般の状

況及び希望を踏まえて、訪問Ａサービスの目標、当該目標を達成するための具

体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問Ａサービ

ス個別計画を作成するものとする。  

（総合事業支給費を受けるための援助）  

第 13条  事業者は、訪問Ａサービスの提供の開始に際し、当該利用申込者又はそ

の家族に対し、介護予防サービス・支援計画表の作成を介護予防支援事業者に

依頼する旨を町に対して届け出ること等により、総合事業支給費の支給を受け

ることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供す

ることその他の総合事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなけれ

ばならない。  

（介護予防サービス・支援計画表に沿ったサービスの提供）  

第 14条  事業者は、介護予防サービス・支援計画表が作成されている場合は、当

該計画に沿った訪問Ａサービスを提供しなければならない。  

（介護予防サービス・支援計画表等の変更の援助）  

第 15条  事業者は、利用者が介護予防サービス計画・支援計画表の変更を希望す

る場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助

を行わなければならない。  

（サービスの提供の記録）  

第 16条  事業者は、訪問Ａサービスを提供した際には、当該訪問Ａサービスの提

供日及び内容、当該訪問Ａサービスについて法第 115条の 45の３第３項の規定に

より利用者に代わって支払を受ける総合事業支給費の額その他必要な事項を、

利用者の介護予防サービス・支援計画表を記載した書面又はこれに準ずる書面

に記載しなければならない。  

２  事業者は、訪問Ａサービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの

内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付

その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない

。  

（利用料の受領）  

第 17条  事業者は、法定代理受領サービスに該当する訪問Ａサービスを提供した

際には、その利用者から利用料の一部として、当該訪問Ａサービスに係る総合

事業費用基準額から事業者に支払われる総合事業支給費の額を控除して得た額

の支払を受けるものとする。  



２  事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問Ａサービスを提供した際

にその利用者から支払を受ける利用料の額と、訪問Ａサービスに係る総合事業

支給費との間に不合理な差額が生じないようにしなければならない  

３  事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業

の実施地域以外の地域の居宅において訪問Ａサービスを行う場合に要する交通

費の額の支払を利用者から受けることができる。  

４  事業者は、前項の交通費の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を

行い、利用者の同意を得なければならない。  

（総合事業給付の請求のための証明書の交付）  

第 18条  事業者は、法定代理受領サービスに該当しない訪問Ａサービスに係る利

用料の支払を受けた場合は、提供した訪問Ａサービスの内容、費用の額その他

必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付し

なければならない。  

（利用者に関する町への通知）  

第 19条  事業者は、訪問Ａサービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに

該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならな

い。  

(1) 正当な理由なしに訪問Ａサービスの利用に関する指示に従わないことによ

り、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になっ

たと認められるとき。  

(2) 偽りその他不正な行為によって総合事業支給費の支給を受け、又は受けよ

うとしたとき。  

（緊急時等の対応）  

第 20条  従事者等は、現に訪問Ａサービスの提供を行っているときに利用者に病

状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行

う等の必要な措置を講じなければならない。  

（管理者及び訪問事業責任者の責務）  

第 21条  事業所の管理者は、当該訪問Ａサービス事業所の従事者及び訪問Ａサー

ビスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的

に行うものとする。  

２  事業所の管理者は、当該訪問Ａサービス事業所の従事者にこの章の規定を遵

守させるため必要な指揮  命令を行わなければならない。  

３  第４条第２項に規定する訪問事業責任者は、次に掲げる業務を行わなければ

ならない。  

(1) 訪問Ａサービスの利用の申込みに係る調整をすること。  

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。  

(3) サービス担当者会議への出席等地域包括支援センターとの連携に関するこ

と。  

(4) 従事者等（訪問事業責任者を除く。以下この条において同じ。）に対し、



具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況について

の情報を伝達すること。  

(5) 従事者等の業務の実施状況を把握すること。  

(6) 従事者等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。  

(7) 従事者等に対する研修、技術指導等を実施すること。  

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。  

（運営規程）  

第 22条  事業者は、訪問Ａサービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」という。）を定

めておかなければならない。  

(1) 事業の目的及び運営の方針  

(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容  

(3) 営業日及び営業時間  

(4) 訪問Ａサービスの内容及び利用料その他の費用の額  

(5) 通常の事業の実施地域  

(6) 緊急時等における対応方法  

(7) 個人情報の管理の方法  

(8) 苦情への対応方法  

(9) 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法  

(10)その他事業の運営に関する重要事項  

（勤務体制の確保）  

第 23条  事業者は、利用者に対し適切な訪問Ａサービスを提供できるよう、事業

所ごとに、従事者等の勤務の体制を定めておかなければならない。  

２  事業者は、訪問Ａサービス事業所ごとに、当該事業所の従事者等によって訪

問Ａサービスを提供しなければならない。  

３  事業者は、従事者等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ

ばならない。  

（衛生管理等）  

第 24条  事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行

わなければならない。  

２  事業者は、事業所の設備及び備品については、衛生的な管理に努めなければ

ならない。  

（掲示）  

第 25条  事業者は、事業所の見やすい場所に、第 22条に規定する運営規程の概要

、従事者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を掲示しなければならない。  

（秘密保持等）  

第 26条  事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はそ

の家族の秘密を漏らしてはならない。  

２  事業者は、当該事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上



知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講

じなければならない。  

３  事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合

は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を

、あらかじめ文書により得ておかなければならない。  

（広告）  

第 27条  事業者は、事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽

又は誇大なものとしてはならない。  

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止）  

第 28条  事業者は、介護予防支援事業者又はその従事者に対し、利用者に特定の

事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の

利益を供与してはならない。  

（苦情処理）  

第 29条  事業者は、提供した訪問Ａサービスに係る利用者及びその家族からの苦

情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する

等の必要な措置を講じなければならない。  

２  事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しな

ければならない。  

３  事業者は、提供した訪問Ａサービスに関し、法第 115条の 45の７第１項の規定

により町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員から

の質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して町が行う調査に協

力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行わなければならない。  

４  事業者は、町からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を町に報告し

なければならない。  

（事故発生時の対応）  

第 30条  事業者は、利用者に対する訪問Ａサービスの提供により事故が発生した

場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連

絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。  

２  事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しな

ければならない。  

３  事業者は、利用者に対する訪問Ａサービスの提供により賠償すべき事故が発

生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。  

（事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供）  

第 31条  事業者は、事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前

１月以内に当該訪問Ａサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は

休止の日以後においても引き続き当該訪問Ａサービスに相当するサービスの提

供を希望する者に対し、必要な訪問Ａサービス等が継続的に提供されるよう、

介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う居宅介護支援事業者及び他

の訪問Ａサービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする



。  

（会計の区分）  

第 32条  事業者は、訪問Ａサービス事業所ごとに経理を区分するとともに、訪問

Ａサービスの事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。  

（地域との連携等）  

第 33条  訪問Ａサービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した訪問

Ａサービスに関する利用者からの苦情に関して、町等が派遣する者が相談及び

援助を行う事業その他の町が実施する事業に協力するよう努めなければならな

い。  

（身分を証する書類の携行）  

第 34条  事業者は、従事者等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利

用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなけれ

ばならない。  

（記録の整備）  

第 35条  事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。  

２  事業者は、利用者に対する訪問Ａサービスの提供に関する次に掲げる記録を

整備し、その完結の日から２年間（第４号及び第５号に掲げる記録は、５年間

）保存しなければならない。  

(1) 訪問Ａサービス計画  

(2) 第 16条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録  

(3) 第 19条の規定による町への通知に係る記録  

(4) 第 29条第２項の規定による苦情の内容等の記録  

(5) 第 30条第２項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録  

 

第３章  訪問型サービスＢ（住民主体によるサービス）  

第１節  基本方針  

（基本方針）  

第 36条  訪問型サービスＢ（以下「訪問Ｂサービス」という。）の事業は、利用

者が可能な限りその者の居宅において、要支援相当の状態の維持若しくは改善

を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことが

できるよう、住民主体による多様なサービスの利用を促進し、住民主体として

行う生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を

目指すものでなければならない。  

第２節  人員に関する基準  

（従事者の員数）  

第 37条  事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、当該事

業を適切に行うために必要と認められる数とする。  

２  前項の従事者は、介護福祉士、法第８条第２項に規定する政令で定める者又



は町長が別に定める研修の修了者とする。  

第３節  設備に関する基準  

（設備及び備品等）  

第 38条  事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設ける

ほか、訪問Ｂサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない

。  

２  事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問Ｂサービスの

事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている

場合については、指定居宅サービス等基準第 95条第１項に規定する設備に関す

る基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。  

第４節  運営に関する基準  

（サービスの提供の記録）  

第 39条  事業者は、訪問Ｂサービスを提供した際には、当該訪問Ｂサービスの提

供日及び内容、当該訪問Ｂサービスについて利用者から支払を受けた利用料の

額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス支援計画書を記載した書面

又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。  

２  事業者は、訪問Ｂサービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの

内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付

その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない

。  

（利用料の受領）  

第 40条  事業者は、訪問Ｂサービスを提供した際には、その利用者から利用料の

一部として、別に定める額の支払を受けるものとする。  

（利用者に関する町への通知）  

第 41条  事業者は、訪問Ｂサービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに

該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならな

い。  

(1) 正当な理由なしに訪問Ｂサービスの利用に関する指示に従わないことによ

り、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になっ

たと認められるとき。  

(2) 偽りその他不正な行為によって訪問Ｂサービスの提供を受け、又は受けよ

うとしたとき。  

（準用）  

第 42条  第 10条及び第 11条、第 14条及び第 15条、第 20条、第 23条第３項、第 24条

、第 26条から第 35条までの規定は、訪問Ｂサービスの事業について準用する。

この場合において、これらの規定中「訪問Ａサービス」とあるのは「訪問Ｂサ

ービス」と、第 35条中「第 16条第２項」とあるのは「第 39条第２項」と、「第

19条」とあるのは「第 41条」と読み替えるものとする。  

 



第４章  訪問型サービスＣ（短期集中予防サービス）  

第１節  基本方針  

（基本方針）  

第 43条  訪問型サービスＣ（以下「訪問Ｃサービス」という。）の事業は、利用

者が可能な限りその者の居宅において要支援相当の状態の維持若しくは改善を

図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことがで

きるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリ

テーションを行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもの

でなければならない。  

第２節  人員に関する基準  

（従事者の員数）  

第 44条  事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、当該事

業を適切に行うために必要と認められる数とする。  

２  前項の従事者は、理学療法士又は作業療法士とする。  

第３節  設備に関する基準  

（設備及び備品等）  

第 45条  事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設ける

ほか、訪問Ｃサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない

。  

２  指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション

事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問Ｃサービスの事業と指定訪問リハビリ

テーションの事業又は指定介護予防訪問リハビリテーションの事業とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等

基準第 77条第１項及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準（平成 18年厚生労働省令第 35号）第 80条第１項に規定する設備に関す

る基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみな

す。  

第４節  運営に関する基準  

（個別計画の作成）  

第 46条  従事者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問Ｃサ

ービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービス

の提供を行う期間等を記載した訪問Ｃサービス個別計画を作成するものとする

。  

（準用）  

第 47条  第７条、第 10条及び第 11条、第 13条から第 15条まで、第 20条、第 22条か

ら第 35条まで及び第 39条から第 41条までの規定は、訪問Ｃサービスの事業につ

いて準用する。この場合において、これらの規定中「訪問Ａサービス」とある

のは「訪問Ｃサービス」と、「訪問Ｂサービス」とあるのは「訪問Ｃサービス

」と、第 35条中「第 16条第２項」とあるのは「第 39条第２項」と、「第 19条」



とあるのは「第 41条」と読み替えるものとする。  

 

第５章  通所型サービスＡ１（緩和した基準によるサービス）  

第１節  基本方針  

（基本方針）  

第 48条  通所型サービスＡ１（以下「通所Ａ１サービス」という。）の事業は、

その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むこと

ができるよう、状態等を踏まえながら多様なサービスの利用を促進すると共に

、ミニデイサービス、運動・レクリエーション等を行うことにより、利用者の

生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。  

第２節  人員に関する基準  

（従事者の員数）  

第 49条  事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、通所Ａ

１サービスの単位ごとに、当該通所Ａ１サービスを提供している時間帯に従事

者（専ら通所Ａ１サービスの提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数

の合計数を当該通所Ａ１サービスを提供している時間数で除して得た数が利用

者（当該事業者が指定通所介護事業者 (指定居宅サービス等基準第 93条第１項に

規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。）若しくは指定地域密着型通

所介護事業者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成 18年厚生労働省令第 34号。以下「指定地域密着型サービス等基準」

という。）第 20条第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以

下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護（指定居宅サービス等基

準第 92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）の事業若しくは指定地

域密着型通所介護（箕輪町指定地域密着型サービスの事業の運営等に関する基

準を定める条例（平成 25年箕輪町条例第４号）第 12条に規定する指定地域密着

型通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は指定地域

密着型通所介護の利用者（以下この節及び次節において同じ。）数 15人までの

場合にあっては１以上、利用者数 15人を超える場合にあっては 15人を超える部

分の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確保されるために必要と認めら

れる数とする。  

２  事業者は、通所Ａ１サービスの単位ごとに前項の従事者を、常時１人以上当

該通所Ａ１サービスに従事させなければならない。  

３  第１項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、

他の通所介護サービスの単位の介護職員として従事することができる。  

４  前各項の通所Ａ１サービスの単位は、通所Ａ１サービスであってその提供が

同時に１人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。  

（管理者）  

第 50条  サービス事業者は、通所Ａ１サービス事業所ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、通所Ａ１サービス事業所



の管理上支障がない場合は、通所Ａ１サービス事業所の他の職務に従事させ、

又は同一敷地内にある他の事業所若しくは施設等の職務に従事させることがで

きる。  

第３節  設備に関する基準  

（設備及び備品等）  

第 51条  通所Ａ１サービス事業所は、通所Ａ１サービスの提供に必要な場所及び

事業運営を行うために必要な設備及び備品等を備えなければならない。  

２  前項に規定する通所Ａ１サービスを提供するために必要な場所の面積は、３

平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。  

３  サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、通所Ａ１サービスの事業と指定通所介護又は指定地

域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定居宅サービス等基準第 95条第１項から第３項又は指定地域

密着型サービス等基準第 22条第１項から第３項までに規定する設備に関する基

準を満たすことをもって、前２項に規定する基準を満たしているものとみなす

。  

第４節  運営に関する基準  

（利用料の受領）  

第 52条  事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所Ａ１サービスを提供し

た際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所Ａ１サービスに係る

総合事業費用基準額から事業者に支払われる総合事業支給費の額を控除して得

た額の支払を受けるものとする。  

２  事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所Ａ１サービスを提供した

際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所Ａ１サービスに係る総合

事業支給費との間に不合理な差額が生じないようにしなければならない。  

３  通所Ａ１サービス事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費

用の額の支払を利用者から受けることができる。  

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に

対して行う送迎に要する費用  

(2) 通所Ａ１サービスに通常要する時間を超える通所Ａ１サービスであって利

用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常

の通所Ａ１サービスに係る総合事業支給費を超える費用  

(3) 食事の提供に要する費用  

(4) おむつ代  

(5) 前各号に掲げるもののほか、通所Ａ１サービスの提供において提供される

便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、

その利用者に負担させることが適当と認められる費用  

４  前項第３号に掲げる費用については、指定居宅サービス等基準第 96条第４項

の規定により厚生労働大臣が定める指針によるものとする。  

５  通所Ａ１サービスは、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に



当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及

び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。  

（運営規程）  

第 53条  事業者は、通所Ａ１サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する規程（以下この章において「運営規程」という。）を

定めておかなければならない。  

(1) 事業の目的及び運営の方針  

(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容  

(3) 営業日及び営業時間  

(4) 通所Ａ１サービスの利用定員  

(5) 通所Ａ１サービスの内容及び利用料その他の費用の額  

(6) 通常の事業の実施地域  

(7) 緊急時等における対応方法  

(8) 非常災害対策  

(9) 個人情報の管理の方法  

(10)苦情への対応方法  

(11)事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法  

(12)その他事業の運営に関する重要事項  

（定員の遵守）  

第 54条  通所Ａ１サービス事業者は、利用定員を超えて通所Ａ１サービスの提供

を行ってはならない。  

（非常災害対策）  

第 55条  通所Ａ１サービス事業者は、非常災害に対する具体的な計画を立て、非

常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従事者

に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わな

ければならない。  

（衛生管理等）  

第 56条  事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する

水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければなら

ない。  

２  事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必

要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

（準用）  

第 57条  第７条から第 16条まで、第 18条から第 21条まで、第 23条、第 25条から第

33条まで及び第 35条の規定は、通所Ａ１サービスの事業について準用する。こ

の場合において、これらの規定中「訪問Ａサービス」とあるのは「通所Ａ１サ

ービス」と、第 12条中「訪問事業責任者又は従事者」とあるのは「従事者」と

、第 21条中「訪問事業責任者」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする

。  

第６章  通所型サービスＡ２（公共施設等において事業者が運営するサー



ビス）  

第１節  基本方針  

（基本方針）  

第 58条  通所型サービスＡ２（以下「通所Ａ２サービス」という。）の事業は、

その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むこと

ができるよう、状態等を踏まえながら、地域の通いの場においてミニデイサー

ビス、運動・レクリエーション等を行うことにより、利用者の生活機能の維持

又は向上を目指すものでなければならない。  

第２節  人員に関する基準  

（従事者の員数）  

第 59条  事業者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき従事者の員数は、通所Ａ

２サービスの単位ごとに、当該通所Ａ２サービスを提供している時間帯に従事

者（専ら通所Ａ２サービスの提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数

の合計数を当該通所Ａ２サービスを提供している時間数で除して得た数が、利

用者数 15人までの場合にあっては１以上、利用者数 15人を超える場合にあって

は当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。  

２  事業者は、通所Ａ２サービスの単位ごとに前項の従事者を、常時１人以上通

所Ａ２サービスに従事させなければならない。  

３  第１項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、

他の通所Ａ２サービスの単位の従事者として従事することができる。  

４  前各項の通所Ａ２サービスの単位は、通所Ａ２サービスであってその提供が

同時に１人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。  

（管理者）  

第 60条  サービス事業者は、通所Ａ２サービス事業所ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、通所Ａ２サービス事業所

の管理上支障がない場合は、通所Ａ２サービス事業所の他の職務に従事させ、

又は同一敷地内にある他の事業所若しくは施設等の職務に従事させることがで

きる。  

第３節  設備に関する基準  

（設備及び備品等）  

第 61条  通所Ａ２サービス事業所は、通所Ａ２サービスの提供に必要な広さを有

する区画を手配するほか、場所及び事業運営を行うために必要な設備及び備品

等を備えなければならない。  

第４節  運営に関する基準  

（利用料の受領）  

第 62条  事業者は、通所Ａ２サービスを提供した際には、その利用者から利用料

の一部として、別に定める額の支払を受けるものとする。  

２  通所Ａ２サービス事業者は、前項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用

の額の支払を利用者から受けることができる。  

(1) 食事の提供に要する費用  



(2) 前号に掲げるもののほか、通所Ａ２サービスの提供において提供される便

宜のうち、サービス利用において必要となるものに係る費用であって、その

利用者に負担させることが適当と認められる費用  

３  通所Ａ２サービスは、前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当

たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び

費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。  

（事業実施計画の作成）  

第 63条  事業者は、事業実施計画を作成し、町に提出するとともに、利用者に対

し示さなければならない。  

（準用）  

第 64条  第９条から第 11条まで、第 13条から第 15条まで、第 20条及び第 21条、第

23条第２項及び第３項、第 26条及び第 27条、第 29条から第 33条まで、第 35条、

第 39条、第 41条、第 55条及び第 56条の規定は、通所Ａ２サービスの事業につい

て準用する。この場合において、これらの規定中「訪問Ａサービス」とあるの

は「通所Ａ２サービス」と、「訪問Ｂサービス」とあるのは「通所Ａ２サービ

ス」と、「通所Ａ１サービス」とあるのは「通所Ａ２サービス」と、第 21条中

「訪問事業責任者」とあるのは「管理者」と、第 35条中「第 16条第２項」とあ

るのは「第 39条第２項」と、「第 19条」とあるのは「第 41条」と読み替えるも

のとする。  

 

第６章  通所型サービスＢ（住民主体によるサービス）  

第１節  基本方針  

（基本方針）  

第 65条  通所型サービスＢ（以下「通所Ｂサービス」という。）の事業は、その

利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことがで

きるよう、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの

利用を促進し、体操、運動等の活動など、自主的な通いの場を行うことにより

、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。  

第２節  人員に関する基準  

（従事者の員数）  

第 66条  通所Ｂサービスの事業を行う事業者が行う従事者の員数は、当該事業を

適切に行うために必要と認められる数とする。  

２  前項の従事者は、町長が別に定める研修の修了者とする。  

（準用）  

第 67条  第９条から第 11条まで、第 14条及び第 15条、第 20条、第 23条第３項、第

26条及び第 27条、第 29条から第 33条まで、第 35条、第 39条、第 41条、第 55条及

び第 56条、第 61条から第 63条までの規定は、通所Ｂサービスの事業について準

用する。この場合において、これらの規定中「訪問Ａサービス」とあるのは「

通所Ｂサービス」と、「訪問Ｂサービス」とあるのは「通所Ｂサービス」と、

「通所Ａ１サービス」とあるのは「通所Ｂサービス」と、「通所Ａ２サービス



」とあるのは「通所Ｂサービス」と、第 35条中「第 16条第２項」とあるのは「

第 39条第２項」と、「第 19条」とあるのは「第 41条」と読み替えるものとする

。  

附  則  

この規則は、平成 29年４月１日から施行する。  


